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調 査 結 果 の 概 要 
 

第１ 議会の組織・構成・議員報酬等に関する調 
１ 集計町村数（表１） 

調査日(平成 17 年 7 月 1 日)の町村数は、1,614 団体（1,286 町、328 村）。 
 

表 1 集計町村数 

町 村 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

団 体 数 1,614 1,286 328 380 485 480 269

構成比（％） 100.0 79.7 20.3 23.5 30.0 29.7 16.7

団 体 数 2,404 1,872 532 672 787 642 303

構成比（％） 100.0 77.9 22.1 28.0 32.7 26.7 12.6

17
年

16
年

人 口 段 階 別町 村 数
区 分 総 数

 
(注) 人口段階は、平成 12 年国調人口により、Ａ（５千人未満）、Ｂ（５千人以上１万人未満）、Ｃ（１万人以

上２万人未満）、Ｄ（２万人以上）と区分した。以下議会費、議員報酬等の各表でも同じ。 

 
2 町村人口、議員定数等（表 2、3、4） 

１町村あたりの平均人口は、平成 12 年国調人口（以下「12 年国調人口」という）

11,780 人、17.7.1 現在住民基本台帳人口(以下「住基人口」という）11,785 人、後者

が 6人増。 

議員定数は１町村あたり上限値/法定数で平均 20.0 人、条例定数で 15.4 人、1,484

議会(全体の 92.8%)で上限値/法定数より少ない議員定数を定めている。 

 
表２ 町村人口（１５町村は集計対象外） 

16.7.1(B) 17.7.1(C) (C)－(A) (C)－(B)

12年国調人口（A) 19,012,328人 19,106,604人 19,021,607人 9,279人 △84,997人

1町村平均人口 11,780人 11,838人 11,785人 6人 53人

12年国調人口（A) 25,472,902人 25,678,175人 25,588,573人 115,671人 △89,602人

1町村平均人口 10,596人 10,681人 10,644人 48人 △37人

17
年

16
年

住民基本台帳人口 比 較 増 減
区 分

 (注)「住民基本台帳人口」の「16 年」欄は 15.7.1(B)及び 16.7.1(C)の数値である。
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表３ 議 員 定 数（１７町村は集計対象外） 

(注) 1 法定数/上限値より少ない議員定数を定めている町村は、1,482(集計対象団体の 92.8％)団体、

該当町村平均定数差は 5.1 人。 

2 上限値/法定数と同数の議員定数を定めている町村は 95(全体の 5.9％)団体。 

なお、合併特例法を適用して上限値よりも多い定数を定めている町村は 20 団体。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
表４ 現議員の任期満了年別議会数（１７町村は集計対象外） 

17  年
21  年

（7月2日から） （7月1日まで）

団 体 数 143 190 954 193 117

構　成　比　（％） 9.0 11.9 59.7 12.1 7.3

20  年区 分 18  年 19  年

 

 

人口区分別町村数・人口・議員数（１７町村は集計対象外）

A
380町村
 23.8%

D
265町村
 16.6%

C
471町村
 29.5%

B
481町村
 30.1%

 A　5,000人未満
 B　5,000～9,999人
 C　10,000～19,999人
 D　20,000人以上

現議員数
　4,265人
国調人口
　1,171,070人

現議員数
　6,860人
国調人口
3,506,130人

現議員数
　7,922人
国調人口
　6,680,906人

現議員数
　5,202人
国調人口
　7,611,970人

現 在 数 欠 員 数 計

合計 31,996人 24,657人 7,339人 24,249人 408人 24,657人

1町村
平均

20.0人 15.4人 4.6人 15.2人 0.2人 15.4人

合計 47,422人 36,072人 11,350人 35,667人 405人 36,072人

1町村
平均

19.7人 15.0人 4.7人 14.8人 0.2人 15.0人

17
年

16
年

現行議員定数内訳
区
分

定 数 差
国調人口による
上限値/法定数

現　　　行
議員定数
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3 議長の在職期間（表 5、6）  

 議長の在職期間は、表 5のとおり４年(法定)が 800 議会（50.0％）で、法定以外の実

態は２年が 623 議会（39.0％）、１年が 126 議会（7.9％）、その他 50 議会（3.1%）。 

 県下全町村で４年(法定)のところは４県(岩手県、宮城県、佐賀県、沖縄県)。 

 

 議長の所属党派でみると、表６のとおりで 1,553 人が無所属であり、自民党が 19 人、

公明党 13 人、日本共産党 5人、民主党 3人。 

 
表 5 議長の在職期間（１５町村は集計対象外） 

4年 （法定） ２　年 １　年 その他

団 体 数 800 623 126 50

構 成 比 （ % ） 50.0 39.0 7.9 3.1

団 体 数 1,142 1,004 194 64

構 成 比 （ % ） 47.5 41.7 8.1 2.7

17
年

16
年

区 分

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 6 議長の所属党派（１７町村は集計対象外） 

区 分 無 所 属 自 民 党 民 主 党 公 明 党 日本共産党 社会民主党 その他 合 計

男 1,544 19 3 12 5 ― 2 1,585

女 9 ― ― 1 ― ― 1 11

計 1,553 19 3 13 5 ― 3 1,596
 

(注)議長不在の町村は１町村 

 

 

議 長 の 在 職 期 間

その他
50議会
 3.1%

1　年
126議会

 7.9%

2　年
623議会 39.0%

　4年（法定）
800議会 50.0%



 

― 6 ― 

4 常任委員会（表７） 

 常任委員会は、集計対象町村の 99.4％にあたる 1,596 議会で設置、未設置議会は 9

議会。 

 委員会設置数別では、３委員会が 863 議会（53.8％）と最も多く、次いで２委員会

669 議会(41.7%)、４委員会が 53 議会（3.3％）、1委員会が 11 議会（0.7％）。 

委員の任期は、2年とするところが 1,067 議会（66.9％）。 

 また、議長が常任委員となっているのは、1,193 議会（74.7％）で、常任委員を辞任

しているのは 403 議会（25.3％）。 

 

表７ 常任委員会設置数・任期及び議長の常任委員就任状況（９町村は集計対象外） 

4委員会 3委員会 2委員会 1委員会 未設置 4 年 2 年 その他 就 任 辞 任

団    体    数 53 863 669 11 9 422 1,067 107 1,193 403

構 成 比 （%） 3.3 53.8 41.7 0.7 0.5 26.4 66.9 6.7 74.7 25.3

団    体    数 56 1,289 1,038 8 13 595 1,639 157 1,839 552

構 成 比 （%） 2.3 53.6 43.2 0.4 0.5 24.9 68.5 6.6 76.9 23.1

議長の常任
委員の状況

常 任 委 員 会 設 置 数

17年

16年

区 分
委　員　任　期

 
 (注) 常任委員会設置数構成比は、集計対象町村（1,605）を分母とし、委員任期、議長の常任委員就任状況の構成比

は、常任委員会設置議会（1,596）を分母として算出している。 
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5 議会運営委員会（表 8） 

 議会運営委員会は、集計対象町村の 95.8％にあたる 1,538 議会で設置、未設置議会

は 67 議会。定数は、平均 5.8 人である。 

 委員の任期は、2年が 1,028議会（66.8％）で最も多く、次いで4年 409議会（26.6％）、

その他 101 議会(6.6％)の順となっている。 

 議長が議会運営委員会の委員になっているところは、111 議会(7.2％)である。 

 

表 8 議会運営委員会の設置状況等（９町村は集計対象外） 

4 年 2 年 その他
委員とな
っている

　なってい
　ない

17
年

1,538 5.8 409 1,028 101 111 1,427

16
年

2,279 5.7 566 1,566 147 179 2,100

設 置 数
定 数

（ 平 均 ）
人

委　　員　　任　　期 議長の議運委員就任状況

 

 

(注) 議会運営委員会設置数構成比は、集計対象町村（1,605）を分母とし、委員任期、議長の議会運営委員就任状況の

構成比は、議会運営委員会設置議会（1,538）を分母として算出している。 

6 議会事務局（表 9） 

(1) 議会事務局設置の状況 

議会事務局は、全町村の 99.2％にあたる 1,586 議会において設置、未設置議会は、

13 議会。 

(2) 議会事務局職員の構成状況 

・議会事務局職員の構成は、議会事務局を設置している 1,586 議会の 1議会平均は

専任職員 2.3 人、兼任職員 0.5 人計 2.8 人。これに対し、事務局未設置の 13 議会

では、平均 1.7 人。 

・事務局設置団体の職員合計は、4,367 人で、このうち 82.8％にあたる 3,616 人が

専任職員。専任、兼任別では、事務局設置議会の専任職員 3,616 人中、局長(書記

長)が 1,504 人、書記 1,914 人、その他 198 人。兼任職員では、751 人中、局長(書

記長)が 78 人、書記 623 人、その他 50 人。 

・専任局長（書記長）の在職年数状況をみると 80.8％が 5年未満。 

・事務局未設置議会の職員 22 人の内訳は、局長(書記長)が 8人、書記 14 人。 

・42 都道府県では県下の全町村議会に事務局を設置している。 

(3) 議会事務局職員定数の状況 

職員定数条例に基づいた職員数は、3,968 人で、この中には条例に兼任職員を含

めて定数を定めている町村もあるので、兼任職員も一部含まれた数である。
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表 9 ① 議会事務局設置団体及び職員の状況（１５町村は集計対象外） 

職 員 数

(人)

専 任 1,504 1,914 198 3,616 2.3

兼 任 78 623 50 751 0.5

(99.2%) 計 1,582 2,537 248 4,367 2.8

専 任 2,261 2,602 268 5,131 2.2

兼 任 115 977 66 1,158 0.5

(99.0%) 計 2,376 3,579 334 6,289 2.7

１議会
平　均

計

17
年

1,586

書　　記 その他
局　 長
書記長

16
年

2,381

年 団 体 数

  (注)局長不在の町村は 4 町村 
 
② 議会事務局未設置団体及び職員の状況（１５町村は集計対象外） 

職 員 数
（人)

専 任 ― ― ― ― 0.0

兼 任 8 14 ― 22 1.7

(0.8%) 計 8 14 ― 22 1.7

専 任 4 2 1 7 0.3

兼 任 13 21 ― 34 1.5

(1.0%) 計 17 23 1 41 1.8

16
年

23

年 団 体 数

13

１議会
平　均

計

17
年

書　　記 その他
局 　長
書記長

 
(注)1.職員の専任、兼任は辞令内容により区分している。 

2.局長不在の町村は 5 町村 
 
③ 局長(書記長)の在職年数状況（１５町村は集計対象外） 

局       長 1年以上 3年以上 　5年以上

（書記長） 3年未満 5年未満 10年未満

専 任 362 543 308 237 51 1,501

兼 任 25 31 17 4 2 79

専 任 ― ― ― ― ― ― 

兼 任 3 2 3 ― ― 8

１ 年 未 満 10年以上 小 計 合 計

8人

設
置

未
設
置

1,580人
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7 議 会 費（表 10、11） 

(1) 平成 16 年度決算見込額 

・平成 16 年度議会費決算見込額は、全国平均では 1町村あたり 81,885 千円、一般会

計歳出総額 5,156,175 千円に占める割合は 1.6%。 

・議会費決算の内訳の主なものは、議員報酬 40,338 千円、職員給料 9,446 千円、職

員手当等（含む議員）18,550 千円、共済費 6,802 千円、旅費 2,035 千円、需用費 1,394

千円、負担金・補助金及び交付金 1,629 千円。 

・一般会計総額に占める議会費の割合は、人口規模が大きくなるに従って低くなって

いる。 

 

表 10 平成 16 年度議会費決算見込額(１町村平均) （９町村は集計対象外）              

（単位：千円） 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

報 酬 40,338 26,558 37,583 44,238 57,921

給 料 9,446 6,360 8,879 10,223 13,466

職 員 手 当 等 18,550 12,068 16,789 20,212 27,964

共 済 費 6,802 4,465 6,436 7,412 9,690

報 償 費 19 14 22 16 22

旅 費 2,035 1,563 1,949 2,186 2,594

交 際 費 293 231 259 329 380

需 用 費 1,394 851 1,185 1,493 2,367

役 務 費 206 92 179 221 388

委 託 料 748 335 624 847 1,382

使 用 料 等 168 113 128 171 314

備 品 購 入 費 53 15 25 72 124

負担金・ 補助金及び交付金 1,629 936 1,383 1,781 2,790

そ の 他 204 232 213 178 195

議 会 費 合 計 （Ａ） 81,885 53,833 75,654 89,379 119,597

一般会計歳出総額（Ｂ） 5,156,175 2,903,599 4,413,478 5,611,114 8,883,347

（（Ａ）／（Ｂ）×１００） 1.6 1.9 1.7 1.6 1.3

全国平均項　　　　　目
人 口 段 階 別
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(2) 平成 17 年度当初予算額 

・平成 17 年度議会費当初予算額は、全国平均で 1町村あたり 85,394 千円、一般会計

歳出総額 4,967,474 千円に占める割合は 1.7％。 

・議会費予算の内訳の主なものは、議員報酬 41,644 千円、職員給料 9,870 千円、職

員手当等（含む議員）19,239 千円、共済費 7,142 千円、旅費 2,248 千円、需用費 1,562

千円、負担金・補助金及び交付金 1,698 千円。 

・一般会計に占める議会費の割合は、平成 16 年度決算見込額と同様に人口規模が大

きくなるに従って低くなっている。 

 

表 11 平成 17 年度議会費当初予算額(１町村平均) （９町村は集計対象外） 
（単位：千円） 

 
 
 
 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

報 酬 41,644 25,938 36,747 47,454 62,423

給 料 9,870 6,328 8,919 11,001 14,600

職 員 手 当 等 19,239 11,632 16,660 21,703 30,298

共 済 費 7,142 4,432 6,469 8,074 10,539

報 償 費 23 15 19 26 39

旅 費 2,248 1,584 1,985 2,488 3,239

交 際 費 428 303 367 488 613

需 用 費 1,562 877 1,235 1,760 2,771

役 務 費 236 108 200 236 484

委 託 料 846 386 602 977 1,706

使 用 料 等 214 135 153 228 409

備 品 購 入 費 36 19 17 34 97

負担金・ 補助金及び交付金 1,698 916 1,384 1,938 2,951

そ の 他 208 227 204 190 218

議 会 費 合 計 （Ａ） 85,394 52,900 74,961 96,597 130,387

一般会計歳出総額（Ｂ） 4,967,474 2,588,436 3,957,025 5,702,007 8,859,062

（（Ａ）／（Ｂ）×１００） 1.7 2.0 1.9 1.7 1.5

全国平均項　　　　　目
人 口 段 階 別



 

― 11 ― 

8 議員報酬等（表 12） 

・議員報酬月額は、全国平均でみると議長 293,717 円、副議長 237,179 円、議員 215,473

円、常任委員長 215,146 円(該当 884 議会)、議運委員長 216,316 円(該当 796 議会)と

なっており、町村長給料の平均月額は 747,881 円。 

・議員報酬の町村長給料に対する割合は、全国平均で議長 39.3％、副議長 31.7％、議

員 28.8％、常任委員長 28.8％、議運委員長 28.8％。 

・前回調査時と対比した議員報酬は、議長が 680 円、副議長が 532 円の増額、議員は

176 円の減額。 

・人口規模別の議員報酬は、Ｄ区分町村(人口 2 万人以上)とＡ区分町村（人口 5 千人

未満）との間では議長 83,281 円、副議長 76,221 円、議員 75,016 円の差がある。 

・特別職報酬等審議会を設けているところは、1,392 町村で、全体の 86.2％。 

・現行議員報酬条例適用時期は、平成 16 年 7 月 2 日以降が、610 議会（37.8％）で、

16 年 7 月 1 日以前が 995 議会（61.6％）。 

・監査委員の報酬は、議員選出の場合、年額 187,332 円、月額 31,451 円、日額 7,811

円となっており、識見を有する者の場合、年額 251,016 円、月額は 46,639 円、日額

8,915 円。 

 

表 12 (1)議員報酬月額全国平均（９町村は集計対象外） 
(単位：円) 

議 長 副議長 議 員

293,717 237,179 215,473 215,146 〔該当　 884議会〕 216,316 〔該当　 796議会〕

(39.3％) (31.7％) (28.8％)

257,328 204,017 182,774 186,311 〔該当   235議会〕 187,509 〔該当   198議会〕

17 (36.7％) (29.1％) (26.1％)

285,610 229,316 207,875 207,093 〔該当　 266議会〕 205,452 〔該当　 231議会〕

(38.6％) (31.0％) (28.1％)

年 304,596 247,393 225,464 224,028 〔該当   230議会〕 224,781 〔該当   219議会〕

(40.0％) (32.5％) (29.6％)

340,609 280,238 257,790 260,034 〔該当   153議会〕 259,211 〔該当   148議会〕

(42.4％) (34.9％) (32.1％)

293,037 236,647 215,649 216,393 〔該当   1,259議会〕 218,149 〔該当   1,116議会〕

(38.7％) (31.3％) (28.5％)

(32.1％)

(28.8％)

(28.8％)

(27.9％)

(29.6％)

(26.4％)

(28.2％)

(29.4％)

(32.1％)

(28.7％)

D 報酬額

16
年

人
口
段
階
平
均

Ｂ 報酬額

Ｃ

全国平均報酬

報酬額

区 分 常 任 委 員 長 議 運 委 員 長

Ａ 報酬額

全国平均報酬
(28.8％)

(26.3％)

   

(注) 議員報酬（ ）内は町村長給料月額に対する比率である。 

※ 特例条例等により減額が適用されている場合は、その減額の基になっている支給額を調査し集計。 
※ 常任委員長及び議運委員長報酬は別途報酬額が定められている町村のみ該当とし集計。 

(議員報酬と同額の報酬額の町村は除く) 
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 (2)町村長三役等の給料月額（９町村は集計対象外）   (単位：円) 

町 村 長 助 役 収 入 役 教 育 長

747,881 608,247 571,133 552,946

17 Ａ 給 料 700,847 579,930 542,020 526,410

Ｂ 給 料 740,632 599,120 559,778 547,166

年 Ｃ 給 料 761,203 614,437 574,140 559,322

Ｄ 給 料 803,982 651,415 607,059 589,539

16
年

756,648 612,223 573,854 553,337全 国 平 均 給 料

区 分

人
口
段
階
平
均

全 国 平 均 給 料

  

(3)監査委員の報酬（９町村は集計対象外）    (単位：円) 

区 分

年 額 187,332 〔該当   688議会〕 251,016 〔該当   687議会〕

月 額 31,451 〔該当   591議会〕 46,639 〔該当   611議会〕

日 額 7,811 〔該当   333議会〕 8,915 〔該当   315議会〕

議　　員　　選　　出 識見を有する者

人口段階区分別議員報酬

全国平均

全国平均
全国平均 全国平均 全国平均

　Ａ

　Ａ
　Ａ 　Ａ 　Ａ

　Ｂ

　Ｂ
　Ｂ 　Ｂ 　Ｂ

　Ｃ

　Ｃ
　Ｃ 　Ｃ 　Ｃ

　Ｄ

　Ｄ
　Ｄ 　Ｄ 　Ｄ

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

報
　
酬
　
額

全国平均 293,717 237,179 215,473 215,146 216,316

　Ａ 257,328 204,017 182,774 186,311 187,509

　Ｂ 285,610 229,316 207,875 207,093 205,452

　Ｃ 304,596 247,393 225,464 224,028 224,781

　Ｄ 340,609 280,238 257,790 260,034 259,211

議長 副議長 議員 常任 議運
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 (4)特別職報酬等審議会設置数（９町村は集計対象外） 

有 無 16.7.2以降 16.7.1以前

団　体　数 1,392 213 610 995

構成比（％） 86.2 13.2 37.8 61.6

団　体　数 2,137 267 524 1,880

構成比（％） 88.9 11.1 21.8 78.2

17　年

16　年

特別職報酬等審議会の有無 現行報酬適用時期
年 区 分

 

 
9 費用弁償（表 13） 

本会議等出席に対する 1人 1日分の費用弁償は、本会議出席が 1,615 円（710 議会平

均）、委員会出席は、1,697 円（786 議会平均）、その他の場合は、1,597 円（245 議会平

均）。 

 

表 13 費用弁償（1 人 1 日分平均額）（９町村は集計対象外） 
(単位：円) 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

団 体 数 126 219 223 142 710 (44.0％)

金 額 1,535 1,530 1,566 1,893 1,615

団 体 数 141 239 251 155 786 (48.7％)

金 額 1,718 1,598 1,648 1,911 1,697

団 体 数 55 74 76 40 245 (15.2％)

金 額 1,772 1,512 1,487 1,726 1,597

そ
の
他

全国平均
　　　　　　人口段階
区  分

本
会
議

委
員
会
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10  期末手当（表 14） 

・期末手当は、６月支給が 1,586 議会(98.8％)、12 月支給が 1,596 議会（99.4％）、

３月支給が 1議会（0.1％）、支給無しが 8議会(0.5%)である。年間支給率は 344/100。 

・期別の支給率は、6月支給が平均 164/100、12 月支給が平均 181/100、3 月支給が平

均 25/100。 

・期末手当の加算措置を行っている議会は、表 14(2)のとおり、1,449 議会(全体の

90.3％)。 

・加算割合は、15％加算が 757 議会(52.2％)と最も多く、次いで 10％加算が 237 議会

(16.4％)、20％加算が 228 議会(15.7％)、25％加算が 24 議会(1.7％)等。 

 

表 14 (1)期末手当平均支給率（９町村は集計対象外） 

 
 
(2)  期末手当の加算措置状況(団体数) （９町村は集計対象外） 

有 無 25% 20% 15% 10% 5% その他

1,449 156 24 228 757 237 7 196

加算の有無 加 算 の 割 合

 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

団体数 367 478 475 266 1,586 (98.8％)

162 163 164 171 164

100 100 100 100 100

団体数 373 480 476 267 1,596 (99.4％)

181 179 179 187 181

100 100 100 100 100

団体数 0 0 0 1 1 (0.1％)

0 0 0 25 25

100 100 100 100 100

団体数 373 480 476 267 1,596 (99.5％)

341 340 343 357 344

100 100 100 100 100

全 国 平 均

６月
支給率

１２月
支給率

３月
支給率

期
末
手
当

（
平
均

）

　　　　　　  　　人口段階
区　分

年間計
支給率
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11 政務調査費 

(1) [政務調査費に関する条例]制定状況 

政務調査費を条例化しているのは、1,614 議会のうち 299 議会（18.5％）で、前年

度 2,404 議会中 458 議会（19.1％）と比較すると 0.6％微減。 

表 15 政務調査費交付の有無 

区分 有 無 計

町村数 299 1,315 1,614

構成比 18.5% 81.5% 100.0%
 

 

(2) 交付対象  

交付対象は、議員を対象としているところが 151 議会（50.5％）と該当町村の約

半数を占め、会派及び議員を対象としているところは 103 議会（34.4％）、会派を対

象としているところが 45 議会（15.1％）。 

表 16 交付対象 

区分 議員 会派 会派及び議員 計

町村数 151 45 103 299

構成比 50.5% 15.1% 34.4% 100.0%
 

 

(3) 交付方法  

交付方法は、１年交付が 166 議会（55.5％）、半年交付が 84 議会（28.1％）等。 

表 17 交付方法 

区分 4半期 半年 毎月 1年 その他 計

町村数 35 84 3 166 11 299

構成比 11.7% 28.1% 1.0% 55.5% 3.7% 100.0%
 

 

(4) 交 付 額 (議員 1 人当り・月額換算) 

・交付対象別に交付額の動向をみると、議員に交付している 151 議会では、最も多

かったのが、5,000 円以上～10,000 円未満の 57 議会（37.7%)で、最高額は 30,000

円、最低額は 1,667 円であった。 

・会派に交付している 45 議会では、最も多かったのが、5,000 円以上～10,000 円未

満の 15 議会（33.3%)で、最高額は 29,167 円、最低額は 2,000 円。 

・会派及び議員に交付している 103 議会では、97 議会がその交付額が会派･議員とも

同額であり、6 議会が会派への交付額と議員への交付額が異なる。 

交付額は、5,000 円以上～10,000 円未満が最も多く、最高額は 30,000 円、最低額は
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1,000 円であった。 

表 18 (1) 議員に交付の議会（151 議会） 

区分
5,000円

未満

5,000～
10,000円

未満

10,000～
15,000円

未満

15,000～
20,000円

未満

20,000円
以上

計

町村数 18 57 53 4 19 151

構成比 11.9% 37.7% 35.1% 2.6% 12.6% 100.0%
 

(2) 会派に交付の議会（45 議会） 

区分
5,000円

未満

5,000～
10,000円

未満

10,000～
15,000円

未満

15,000～
20,000円

未満

20,000円
以上

計

町村数 7 15 14 5 4 45

構成比 15.6% 33.3% 31.1% 11.1% 8.9% 100.0%
 

(3) 会派及び議員に交付の議会（103 議会） 

区分
5,000円

未満

5,000～
10,000円

未満

10,000～
15,000円

未満

15,000～
20,000円

未満

20,000円
以上

計 その他

会派 13 50 27 2 5 97 6

構成比 13.4% 51.5% 27.8% 2.1% 5.2% 100.0% -
 

※ 「その他」は、会派への交付額と議員への交付額が異なる町村であり、議員

1 人当り月額に換算できないため集計に含めていない。 

 

(5) 収支報告書への領収書添付状況  

収支報告書への領収書添付は、交付団体 299 議会のうち 81.9％にあたる 245 議会

で添付をしており、前年度（81.7％）より微増。 

表 19 収支報告書への領収書添付状況  

区分 有 無 計

町村数 245 54 299

構成比 81.9% 18.1% 100.0%
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12 会 議 録 ・ 広 報 等（表 20） 

(1) 会 議 録 

会議録の調製が事務局の大きな仕事となっているが、全文記録により調製してい

るところは 1,550 議会（98.9％）、要点記録により調製しているところは 18 議会

（1.1%）である。全文記録の方法として、速記者を置いて速記法により会議録を調

製しているところは、20 議会と僅少で、テープ録音により逐語的に全文を会議録に

調製するところが 1,530 議会とほとんどである。 

また、テープからの速記と翻訳調製を業者委託しているところが 1,168 議会であ

る。 

会議録を議員等の関係者に配布しているのは 762 議会（48.6％）で、このうち 352

議会が公共施設等にも配布している。806 議会（51.4％）においては配布していない。     

また、会議録調製に要した日数(一定例会当たりの平均日数)は 48.6 日となってい

る。 

委員会記録を調製しているところは、1,403 議会（63.1％）で、その調製方法と

しては全文記録 261 議会、要点記録 1,142 議会となっている。また、その委員会記

録を 988 議会(70.5%)で公開している 

(2) 会議録閲覧の請求 

会議録閲覧の請求のあった議会は、226 議会（14.4％）で、該当議会平均請求件数

は 2.8 件、また、会議録の騰抄本請求のあったところは、227 議会（14.5％）で該当

議会平均請求件数は 5.8 件となっている。 

(3) 有線放送 

有線放送を実施しているのは、生放送、要点放送あわせて、526 議会が実施してお

り、うち 286 議会で一般家庭までの放送を実施している。放送手段としてはテレビ

放送 359 議会、ラジオ放送 42 議会、その他（インターネット等）125 議会となって

いる。 

(4) 広 報 

印刷物による広報は、1,476 議会（94.1％）に当たる大部分の議会で実施している

(未実施 92 議会)。そのうち 200 議会（12.8％）は行政広報に議会広報を載せており、

1,276 議会（81.4％）が議会単独で広報を発行している。 

議会広報単独発行町村の編集体制は、議員と事務局共同のものが 860 議会（67.4%）

と最も多く、次いで議員単独によるものが 390 議会（30.6％）、その他によるものが

26 議会（2.0％）の順になっている。編集構成人数は平均 6.8 人、うち議員の平均人

数は 5.8 人である。 

議会広報費の決算見込額は、1 町村平均 961 千円となっている。 

また、編集委員（議員）に対し費用弁償を支給しているのは、539 議会である。 

(5) 議案等の配布 

議案、会議資料の配布状況は、議案については、議会招集日前が1,311議会（83.6%)、

議会招集日が 257 議会(16.4％)、会議資料については、1,453 議会（92.7％）が配布

している。
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表 16 （1）① 会議録(定例会)調製方法別等の議会数（４６町村は集計対象外） 

速 記 テ ー プ 計 有 無
議 員 ・
執 行 部
の み 配 布

公 共 施 設
等 へ 配 布

17
年

団 体 数 20 1,530 1,550 1 ,168 400 18 410 352 806

16
年

団 体 数 21 2,343 2,364 1 ,733 631 40 634 453 1,317

区 分

調 製 方 法 配 布 状 況

全 文 記 録 業 者 委 託 （ 全 文 記 録 ）

要 点
記 録

議 員 等 に 配 布

配 布 せ ず

 
（注）全文記録の「速記」は速記者により速記する場合、「テープ」はテープ録音のあとで事務局職員により、または

速記会社等に委託して全文記録を調製する場合である（その内訳を業者委託の有無で区分した。） 

② 委員会記録調製方法別等の議会数（４６町村は集計対象外） 

調製方法 公開状況

全文記録 要点記録 計 公開 非公開

17
年

団体数 261 1,142 1,403 988 415

16
年

団体数 351 1,779 2,130 1,430 700

区 分

 

（2）会議録閲覧請求等の議会数（16.1.1～16.12.31）（４６町村は集計対象外） 

有 無 有 無

226 団体 1,342 団体 227 団体 1,341 団体

(14.4％) (85.6％) (14.5％) (85.5％)

該当平均件数 該当平均件数

2.8件 5.8件

会議録閲覧の要求 謄抄本請求

 

（3）有線放送実施状況（４６町村は集計対象外） 

実　　　　　　　　　　　　　　　　施

生放送 要点放送 放送範囲

テ レ ビ ラジオ その他 テ レ ビ ラジオ その他 一般家庭 庁舎内等

該当団体数 1,042 270 30 66 89 12 59 286 240

構成比（％） (66.4) (51.3) (5.7) (12.5) (16.9) (2.3) (11.2) (18.3) (15.3)

該当団体数 1,672 348 34 95 132 28 95 442 290

構成比（％） (69.9) (47.5) (4.6) (13.0) (18.0) (3.8) (13.0) (18.4) (12.1)

16
年

年 区 分 未実施

17
年

 

(注)実施方法の構成比は実施該当町村数(526)を分母としている。
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（4）①議会広報単独発行状況（４６町村は集計対象外） 

議会
単独

町村
広報
活用

実施
せず

議
員
に
よ
る

事
務
局
共
同

議

員

と

そ

の

他

常
任
委
員
会

議

運

特
別
委
員
会

条

例

規

程

申
し
合
わ
せ

そ

の

他

該当団体数 1,276 200 92 390 860 26 9 26 696 93 137 268 46

構成比（％） (81.4) (12.8) (5.9) (30.6) (67.4) (2.0) (0.7) (2.0) (54.6) (7.3) (10.7) (21.0) (3.6)

該当団体数 1,951 325 128 619 1,299 33 15 42 1,057 157 206 413 61

構成比（％） (81.2) (13.5) (5.3) (31.7) (66.6) (1.7) (0.8) (2.2) (54.1) (8.0) (10.6) (21.2) (3.1)

17
年

16
年

編 集 体 制 編 集 根 拠

年度 区 分

印刷物広報

決算見
込  額
（平均)
千円

961

987

(注) 編集体制及び編集根拠の構成比は該当町村数（1,476）を分母としている。 

②開催延日数・費用弁償（16.1.1～16.12.31）（４６町村は集計対象外） 

開　催　延　日　数 費　　　　用　　　　弁　　　　償

会期中 閉会中
計

（平均年間）
有 無 計

539 737 1,276

(42.2) (57.8) (100.0)

930 1,021 1,951

(47.7) (52.3) (100.0)

10.9 日 12.2 日 

3.4 日 10.7 日 11.9 日 

16　年

15　年

年度

3.6 日 

 

（5）議案等の配布(17 年 3 月定例会) （４６町村は集計対象外） 

議会招集日 議会招集日前 配　　　布 配　布　せ　ず

該当団体数 257 1,311 1,453 115

構成比（％） (16.4) (83.6) (92.7) (7.3)

区 分
議 案 会 議 資 料

 


